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受　　付 木曜日

担当課 防災対策課

ＮＯ．
香宗地区コミュ二ティセンター建設の経過とスケジュールについて

要望・意見

（事前質問）
香宗地区コミュ二ティセンター建設の経過とスケジュールについて
①土居地区避難タワー建設の署名約500戸分を提出した。その後、中ノ村地区との関係
もあり、香宗地区としてコミュニティセンターを建設するとの説明を受けたが、進捗状況と
今後のスケジュールについて説明をお願いしたい。

②深夜の災害や停電に備え、コミュニティセンターの入り口や内外に非常灯をつける計
画を入れて欲しい。周辺の農作物の影響も考えると、地震で揺れた時だけ点灯するもの
があれば、考えてもらいたい。

対応状況等

土居地区まちづくり自治会地区懇談会で意見聴取平成30年4月19日

土居地区まちづくり自治会地区 1

【地域への回答内容】

（防災対策課長）
①土居地区と中ノ村地区からの要望をふまえ、香宗地区へコミュニティセンター建設が
ベストであると話し合った。
H30.2頃に条件（津波浸水地域外、面積、日陰問題、道路に面しているかなど）に合う場
所として野市中央病院東側の駐車場の東の土地を提示したが、駐車場が狭いとの意見
があったため、現在、別の場所の地権者にあたっている。
土地が決定後、事業計画、予算、地元説明などを繰り返し、建設となる。前例を参考に
すると、複数年かかり、現状では具体的なスケジュールは言えない。

②誘導灯は高台へ逃げた場所や入り口には付ける計画です。（資料参照）
深夜の地震に備え、各家庭に懐中電灯を玄関先に置く等の備えを呼びかけている。
すでに建設しているコミュニティーセンター入り口には、ソーラーの照明（非常灯）をつけ
ている。具体的には、建設計画時に話し合いによって決定することになる。



受　　付 木曜日平成30年4月19日 土居地区まちづくり自治会地区懇談会で意見聴取

担当課 防災対策課

要望・意見

（事前質問）
避難経路の整備計画について
①平成28年2月8日市長との懇談でお願いしていた件。コミュニティーセンターができて
も、避難路がなければ避難できないため。

②避難路の誘導灯設置は地元からの要望が必要か？

対応状況等

ＮＯ．
避難経路の整備計画について

土居地区まちづくり自治会地区 2

【地域への回答内容】

（防災対策課長）
①平成29年2月に県・市・地域で実施した現地点検で地図を作成した。今後はコミュニ
ティーセンター建設とセットで考えている。
歯科医院から東西に抜けている床板の修繕については実施予定。
今後は建設課と一緒に進めて行きたい。

②深夜の誘導灯については、市内数百箇所から要望が出ている。
津波避難タワーや避難路などがある程度整備できてきたので、セットで考えていく。
平成29年2月に県・市・地域で実施した現地点検で作成した地図を基に、優先順位を考
慮して市側で計画を立て、具体的に設置する時には再度地域の人と地元を回り、計画す
る。



受　　付 木曜日平成30年4月19日 土居地区まちづくり自治会地区懇談会で意見聴取

土居地区まちづくり自治会地区 3

対応状況等

担当課
①建設課
②農林課
③防災対策課

【地域への回答内容】

（建設課長）
①昭和41年に同盟会を設立し、昭和43年より工事が始まり、昭和63年に完成した。現状
では50年計画として大丈夫かなと思っている。烏川と下井川が改修の優先順位としては
高く、県も様子を見ている。今年は夜須川が氾濫したためそちらも優先と考えている。
再度要望書を作成するようにする。
同盟会も残っているので、検討してもらう。

（市長）
②ポンプについては、課題である。平成21年に香宗川と烏川の整備を終了したことを記
憶しているが、10年前とは気象条件が異なってきている。50年計画だけではこころもとな
いので、県とも協議する。
排水機場ができてからは随分と排水が良くなったが、農林課と地域の方で、開閉のタイミ
ングなど検討をしているところである。
今年の豪雨時には、国交省にポンプ車を要請した。今後も台風や大雨の際には、事前
に要請し、ポンプ車による排水を検討する。
２つ目の排水機場はまだ検討していないが、今後検討する。

（防災対策課長）
③県や国との連携が随分と良くなってきているので、今後は対応できるように努める。

ＮＯ．
香宗川の氾濫防止対策の考え方について

要望・意見

（事前質問）
香宗川の氾濫防止対策の考え方
①平成28年2月8日市長との懇談でお願いしていたが、信号より北側の土居と中ノ村の
間がカーブの外回りになっている。
決壊の心配がある。
集中豪雨対策として、市の県への陳情はどのようになっているか？

②排水機能についての検討は？
下地地区は毎回水に浸かって大変苦労している。今年の7月の豪雨では、水門のポンプ
がまわっていなかった。防災対策課に連絡をしたら、農林課が担当であると言われる対
応だった。
土居地区に団地もでき、世帯数も増えているが、中ノ村の排水3つのゲートが開いている
ので、全て土居に流れる。市は、現状のポンプだけで排水が足りていると考えているの
か。
ポンプが逆流していると思うが、自動装置で逆流をストップしてはどうか。
7月の豪雨では排水のトラックが来て排水してくれたので、ぎりぎり間に合ったと思うが、
どう考えているか？

③ポンプ車で排水を開始する際、一般車両が通っていて、作業がすぐ開始できなかった
と聞いた。警察や消防などにもすぐ連絡をとって連携を図って欲しい。



受　　付 木曜日平成30年4月19日 土居地区まちづくり自治会地区懇談会で意見聴取

土居地区まちづくり自治会地区 4

担当課 防災対策課

ＮＯ．
ブロック塀について

要望・意見

（事前質問）
個人のブロック塀を点検できるように、個人向けの補助制度を設立しては？
①大阪北部地震の事故で特に気になりだしたので教えてほしい。
ブロック塀のどこからが補助になるか？

②広報に入っていてもあまり気にしていない人もいる。自分も該当すると思わなかった。
どの道に面する場合は該当するなど、具体的に提示してもらえないか？

対応状況等

【地域への回答内容】

（防災対策課長）
①道の沿道にある場合は、個人であっても205,000円を上限として補助をする事業があ
り、広報でも周知をしている。県の許可がある業者が点検をした後、申請をしてもらうこと
になる。
205,000円以上は自己負担となる。
避難道に面したブロック塀のみが対象であり、民地境は対象外であるので、再度確認を
お願いしたい。
申請前に相談をしてもらえれば、担当課の職員が現地を確認に行く。

（市長）
②市としては何年か前からこの事業をしていた。
全ての道が対象ではないが、避難道である多くの人が通る道であれば対応できると思
う。避難道を確保するための補助であり、基準は決めにくい。地域で話をしてもらい、避
難道であれば補助したい。



受　　付 木曜日平成30年4月19日 土居地区まちづくり自治会地区懇談会で意見聴取

土居地区まちづくり自治会地区 5

ＮＯ．
通学路検討の経過と方向性について

要望・意見

（事前質問）
通学路検討の経過と方向性について
①通学路として決まった道がない。通学路としてここを通れば安全という道が欲しい。

②何年も前から要望をしているが、市は何も動かないのか？市が管理する道路はどうな
のか？県が何も言わなければ市は何もしないのか？

対応状況等

担当課
学校教育課
建設課

【地域への回答内容】

（建設課長）
①横断歩道はできない。
歩道は、コメリから野市中央病院までは予定地となっているが、野市中央病院から宮本
石油は予定になっていなかった。教育委員会の交通安全プログラムにのせホームペー
ジに掲載することで広げる計画に入れてもらえると思うので、検討する。

（建設課長）
②県道の歩道の計画などを優先的に考えており、市道での計画はしてない。

（市長）
②県は違う自治体なので、すぐには返事ができない。事業化できるように話はしていく。
県道拡幅についても具体的になっているか確認する。

－後日回答－
【建設課】県道山川野市線の改修については、現在、コメリ交差点から東西に進めてい
るが、双方途中で用地買収が出来ず、止まっている。県としては用地の了承が取れ工事
も途切れることなく出来れば、その区間も検討していくとの回答であった。



受　　付 木曜日平成30年4月19日 土居地区まちづくり自治会地区懇談会で意見聴取

担当課 建設課

ＮＯ．
通学路のカラー舗装について

要望・意見

（事前質問）
宮本石油と野市中央病院の間の市道において、南北に横断する通学路がある。横断歩
道が難しければ、カラー塗装（緑）はできないか。

対応状況等

【地域への回答内容】

（建設課長）
外側線から外がないので、色を付けにくい。

土居地区まちづくり自治会地区 6



受　　付 木曜日

ＮＯ．
通学路の整備について

要望・意見

（事前質問）
東小学校から南に行けば、東西の道にあたる。そこをさらにまっすぐ南に行けるように通
学路を作ってほしい。難しいと聞くが何とかならないか。

対応状況等

担当課
学校教育課
建設課

平成30年4月19日 土居地区まちづくり自治会地区懇談会で意見聴取

【地域への回答内容】

（建設課長）
県道の計画が進まなければ最終手段として検討していくが、できれば県道で何とかした
い。

（教育長）
歩道のついた道は香宗地区にはないのでは？
県道に歩道を付けるのは難しく、新しく県道から南に行ける通学路ができたとしても、田
畑があるので、外灯はつけれない。スクールゾーンは学校の周囲500ｍとなっている。

土居地区まちづくり自治会地区 7



受　　付 木曜日

土居地区まちづくり自治会地区 8

担当課 建設課

ＮＯ．
路面の傷み・水たまりについて

要望・意見

（事前質問）
赤岡山北線（土居地区の真ん中を通る幹線道路）の路面の傷みがひどく、水たまりが多
くある。雨の日に道の端を通る人に水が飛び跳ねることが多い。対応について（写真提
示有り）

対応状況等

平成30年4月19日 土居地区まちづくり自治会地区懇談会で意見聴取

【地域への回答内容】

（建設課長）
勾配が少なく、うすい凹凸なので工事がし難い。
部分的にはっきりとした場所があれば対応する。
市への舗装の要望が多いので、優先順位としてはまだ難しい。



受　　付 木曜日

ＮＯ．
赤岡山北線道路の両側の白線について

要望・意見

（事前質問）
赤岡山北線の道路の両端に白線を引くことはできないか。歩行者の安全につながる。
消えかかっていたり見えにくい。

対応状況等

担当課 建設課

平成30年4月19日 土居地区まちづくり自治会地区懇談会で意見聴取

土居地区まちづくり自治会地区 9

【地域への回答内容】

（建設課長）
写真を見ると確かに見えにくくなっているので、順番に確認して少ない予算の中でできる
範囲でやっていきたい。



受　　付 木曜日

（地域支援課長（前環境対策課長））
道沿いは不特定多数の人が捨てる。他の地域でも苦情が出ている。
結論としては良い手段を言いにくい。
回収できていないゴミについて環境対策課に連絡があった場合は、ゴミ袋の中を開け、
人が特定できれば対応するようにしている。
ゴミ当番の人は困っていると思うが、残されたゴミの処理としてゴミ袋が必要な場合は無
料で配布しているので、各地域でお願いしたい。

土居地区まちづくり自治会地区

担当課 環境対策課

ＮＯ．
ゴミステーションのマナーについて

要望・意見

ゴミステーションのマナーが悪い。
個人の問題であるが、地域外の人が置いている例もある。何とかならないか。

対応状況等

平成30年4月19日 土居地区まちづくり自治会地区懇談会で意見聴取
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【地域への回答内容】



受　　付 木曜日

土居地区まちづくり自治会地区 11

土居地区まちづくり自治会地区懇談会で意見聴取

対応状況等

【地域への回答内容】

（建設課）
現地確認する。言える範囲で指導してみる。

－後日対応－
建設課土木総務係が交渉していく。

担当課 建設課

平成30年4月19日

ＮＯ．
道にはみ出て交通の妨げになっている木について

要望・意見

個人の家の木が道にはみ出ていて交通の妨げになっている。市から指導をしてもらえる
か？
藤棚の木が伸びて、標識も見えない状態になっている。



受　　付 木曜日

土居地区まちづくり自治会地区 12

担当課 防災対策課

要望・意見

対応状況等

【地域への回答内容】

避難タワーの水の整備は？井戸になっているか？

ＮＯ．
避難タワーの水の整備について

平成30年4月19日 土居地区まちづくり自治会地区懇談会で意見聴取

（防災対策課長）
水道は設置している。井戸は、揺れで詰まり出なくなるし、海水により使えなくなる。
避難タワーには、2階の備蓄庫に水1日分と毛布や乾パン、簡易トイレなどを常備してい
る。備蓄庫では横になることもでき、屋上の半分は雨をしのげるようにしている。



受　　付 木曜日

（教育長）
ＰＴＡの場合は可能としている。保護者以外が可能であるか確認が必要。

（学校教育課長）
日程、人数など規定もあると思うので、確認して後日連絡する。

－後日回答－
【学校教育課】９月末に地区の代表者から連絡があり、直接回答済み。
試食は可能。１か月前までに給食センターに申請することが必要。

担当課 学校教育課

要望・意見

平成31年2月18日に地域の交流をかねた研修会として、学校給食センターでの試食と備
蓄庫の見学を計画しているが、可能か？

対応状況等

ＮＯ．
学校給食センターへの見学について

平成30年4月19日 土居地区まちづくり自治会地区懇談会で意見聴取

土居地区まちづくり自治会地区 13

【地域への回答内容】
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